
第

四

百

六

十

五

号

令

和

六

年

二

月

二

日

(

金
曜
日)

目

次

公
安
委
員
会
規
則

○
刑
事
訴
訟
法
第
百
八
十
九
条
第
一
項
及
び
第
百
九
十
九
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
司
法
警
察
員
等
の
指
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

(

警

務

課)

四
一
ペ
ー
ジ

告

示

○
保
安
林
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知

(

森
林
保
全
課)

四
二

○
道
路
の
供
用
開
始

(

道
路
維
持
課)

四
二

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
解
除

(
砂

防

課)

四
二

○
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
解
除

(
同

)

四
二

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定

(

同

)

四
三

○
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定

(

同

)

四
三

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(

恵
那
農
林
事
務
所)

四
三

公

示

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

(

農
地
整
備
課)

四
四

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

(

都
市
政
策
課)

四
四

公
安
委
員
会
規
則

刑
事
訴
訟
法
第
百
八
十
九
条
第
一
項
及
び
第
百
九
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
司
法
警
察
員
等
の

指
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
二
月
二
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

林

正

子

岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号

刑
事
訴
訟
法
第
百
八
十
九
条
第
一
項
及
び
第
百
九
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
司
法
警
察
員

等
の
指
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

刑
事
訴
訟
法
第
百
八
十
九
条
第
一
項
及
び
第
百
九
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
司
法
警
察
員
等
の

指
定
に
関
す
る
規
則(

昭
和
二
十
九
年
岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
中｢

第
百
九
十
九
条
第
二
項｣

を｢

第
百
九
十
九
条
第
一
項｣

に
改
め
、｢

司
法
警
察
員｣

の
下
に｢

及
び
同
法
第
二
百
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
逮
捕
状
に
代
わ
る
も
の
の
交
付
を
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
る
司
法
警
察
員｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
二
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
六
年
二
月
二
日



告

示

県
道

道
路
の
種
類

宮
萩

原
線

路
線
名

下
呂
市
萩
原
町
山
之
口
字
平
三
四

番
七
地
先
か
ら

区

間��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

令
和�･�･� 供

用
開
始

の
期
日

令
和�･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

区
域
の
名
称

古
摩

区
域
の
名
称

指

定

の

区

域

加
茂
郡
七
宗
町
神
渕

(

次
の
図
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。)

指

定

の

区

域

同

市
同

町
同

字
同
三
三

番
二
地
先
ま
で

土
砂
災
害
の
発

生
原
因
と
な
る

自
然
現
象
の
種

類

建
築
物
に
作
用
す

る
と
想
定
さ
れ
る

衝
撃
に
関
す
る
事

項 急
傾
斜
地
の
崩
壊

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

岐
阜
県
告
示
第
四
十
四
号

森
林
法(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
か

ら
保
安
林
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の

内
容
を
告
示
す
る
。

令
和
六
年
二
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

土
岐
市
泉
町
定
林
寺
字
市
ノ
沢
九
四
九
の
七
、
字
園
戸
九
五
八
の
六

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

岐
阜
県
告
示
第
四
十
五
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
二
月
二
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課
及

び
岐
阜
県
下
呂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
二
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
四
十
六
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定(

平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
告
示
第
百
五
十
四
号)

の
う
ち
次
の
区
域
の

指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法

律(

平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
二
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務

所
及
び
七
宗
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
四
十
七
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定(

平
成
二
十
一
年

岐
阜
県
告
示
第
百
五
十
六
号)

の
う
ち
、
次
の
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
九
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
二
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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区

域

の

名

称

古
摩

区

域

の

名

称

古
摩

加
茂
郡
七
宗
町
神
渕

(

次
の
図
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。)

区

域

の

所

在

地

加
茂
郡
七
宗
町
神
渕

区

域

の

所

在

地

区
域
の
表
示
及

び
建
築
物
に
作

用
す
る
と
想
定

さ
れ
る
衝
撃
に

関
す
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示

急
傾
斜
地
の
崩
壊

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

次
の
図
に
示
す
と

お
り
と
す
る
。

古
摩

加
茂
郡
七
宗
町
神
渕

次
の
図
の
と
お
り

急
傾
斜
地
の
崩
壊

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務

所
及
び
七
宗
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
四
十
八
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、

同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
二
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務

所
及
び
七
宗
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
四
十
九
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る

の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
二
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務

所
及
び
七
宗
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
十
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う

に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
二
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

恵
那
市
中
野
方
町
字
宇
塚
四
四
三
七
の
四
〇

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

公
衆
の
保
健

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
存
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
恵
那
農
林
事
務
所
及
び
恵
那
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)
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公

示

下
立
用
水
東
支
線
地
区

施
行
に
係
る
地
区
名

大

垣

市

役

所

縦

覧

場

所

令
和

六
・

二
・

二
か
ら

同

・

三
・

五
ま
で

縦

覧

期

間

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

地
区
に
係
る
県
営
土
地
改
良
事
業
の
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
事

業
計
画
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
二
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
二
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

羽
島
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

羽
島
市
竹
鼻
町
の
一
部(

狐
穴
円
福
・
壱
ツ
家)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
二
十
四
年
七
月
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

羽
島
市(

竹
鼻
町
の
一
部)

の
地
籍
図

羽
島
市(

竹
鼻
町
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
六
年
一
月
二
十
三
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
二
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

羽
島
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

羽
島
市
江
吉
良
町
の
一
部
、
上
中
町
長
間
の
一
部
及
び
上
中
町
中
の
一
部(

イ
ン
タ
ー
南
部
西)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

令
和
二
年
七
月
か
ら
令
和
五
年
三
月
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

羽
島
市(

江
吉
良
町
の
一
部
、
上
中
町
長
間
の
一
部
及
び
上
中
町
中
の
一
部)

の
地
籍
図

羽
島
市(

江
吉
良
町
の
一
部
、
上
中
町
長
間
の
一
部
及
び
上
中
町
中
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
六
年
一
月
二
十
三
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
二
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

加
茂
郡
東
白
川
村

二

調
査
を
行
っ
た
地
域
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加
茂
郡
東
白
川
村
大
字
神
土
の
一
部(

上
親
田
②)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
二
十
五
年
七
月
か
ら
平
成
二
十
七
年
二
月
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

加
茂
郡
東
白
川
村(

大
字
神
土
の
一
部)

の
地
籍
図

加
茂
郡
東
白
川
村(
大
字
神
土
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
六
年
一
月
二
十
三
日
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目
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岐

阜

県
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行
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岐

阜
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庁

編
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阜
市
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と
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あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸
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